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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月23日(2009.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技用媒体を用いた遊技を提供する遊技機において、
　遊技者にとって有利な遊技状態の発生の有無を知らすための識別情報変動表示演出を行
う識別情報変動表示手段と、
　前記遊技機の前面側に位置する部材であって当該遊技機を正面視した状態で遊技者が視
認可能な前面部材と、
　前記前面部材の所定箇所に設けられ、前記識別情報変動表示手段とは別の表示手段であ
って、遊技に関する表示情報である遊技情報を表示する情報表示手段と、
　を備え、
　前記情報表示手段は、
　複数個の遊技情報が円板面に環状に個別に固定的に描かれた円板状被描画部材と、
　前記円板状被描画部材の円板面での一の遊技情報を視認可能な大きさの視認窓部を有し
、この視認窓部を除いて当該円板状被描画部材の前面側を覆う被覆部材と、
　前記円板状被描画部材の複数個の遊技情報の中から所定の一つの遊技情報が前記視認窓
部に位置するように当該円板状被描画部材をその円周方向に回動する回動手段と、
　前記円板状被描画部材の背後から当該円板状被描画部材での前記視認窓部に対応する領
域である照射領域に向けて光を照射する照射手段と、
　を備え、
　前記円板状被描画部材は、その遊技情報を、光を透過させる光透過部と光を遮る光遮蔽
部とを組み合わせて構成しているものであり、
　前記視認窓部は、その裏面側に、前記照射手段での照射によって遊技情報が透視投影さ
れ、かつ、その正面側から前記裏面側の透視投影像が視認可能とした光透過性の投影面部
材である
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技用媒体を用いた遊技を提供する遊技機において、
　遊技者にとって有利な遊技状態の発生の有無を知らすための識別情報変動表示演出を行
う識別情報変動表示手段と、
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　前記遊技機の前面側に位置する部材であって当該遊技機を正面視した状態で遊技者が視
認可能な前面部材と、
　前記前面部材の所定箇所に設けられ、前記識別情報変動表示手段とは別の表示手段であ
って、遊技に関する表示情報である遊技情報を表示する情報表示手段と、
　を備え、
　前記情報表示手段は、
　複数個の遊技情報が円板面に環状に個別に固定的に描かれた円板状被描画部材と、
　前記円板状被描画部材の円板面での一の遊技情報を視認可能な大きさの視認窓部を有し
、この視認窓部を除いて当該円板状被描画部材の前面側を覆う被覆部材と、
　前記円板状被描画部材の複数個の遊技情報の中から所定の一つの遊技情報が前記視認窓
部に位置するように当該円板状被描画部材をその円周方向に回動する回動手段と、
　前記円板状被描画部材の背後から当該円板状被描画部材での前記視認窓部に対応する領
域である照射領域に向けて光を照射する照射手段と
　を備え、
　前記円板状被描画部材は光透過性のものである
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の遊技機において、
　前記情報表示手段は、
　前記円板状被描画部材の前面側に配設され、当該円板状被描画部材での前記視認窓部に
対応する箇所に位置する遊技情報の一部を隠す遮蔽手段と、
　所定解除条件成立に基づいて前記遮蔽手段による遮蔽状態の解除を判定する状態判定手
段と、
　前記状態判定手段での解除判定に基づいて前記遮蔽手段による遮蔽状態を解除するよう
に当該遮蔽手段を制御する解除制御手段と、
　を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　請求項３に記載の遊技機において、
　前記遮蔽手段は、状態制御信号に基づいて、透明あるいは半透明の状態である第１状態
と、不透明の状態である第２状態とに可変可能なものであり、
　前記解除制御手段は、前記状態判定手段での解除判定に基づいて前記遮蔽手段による遮
蔽状態を解除するように当該遮蔽手段を第２状態から第１状態に変更制御するものである
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の遊技機において、
　前記遮蔽手段は、前記円板状被描画部材での前記視認窓部に対応する箇所に位置する遊
技情報のうちの主要表示要素を隠すものである
　ことを特徴とする遊技機。
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